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ストックオプション（新株予約権）の発行内容等（追加分）に関するお知らせ 

 
 

 平成 19 年 4 月 25 日付「ストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ」
にて、当社第 17 回定時株主総会で承認されました会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規
定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容等を開示いたしましたが、
下記の内容を追加的に当社取締役会決議にて、6月 12 日に決定いたしましたので、お知らせいた
します。 
 
 

記 
 

１．新株予約権の発行日 平成 19 年 6 月 13 日 

２．新株予約権の発行数 180 個（新株予約権１個あたりの目的となる株式数１

株） 

３．新株予約権の発行価額 無償 

４．新株予約権の目的となる株式の種類

及び数 

当社普通株式 180 株 

５．新株予約権の行使時の払込金額 1 株につき 1円 

６．新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額 

180 円（１株につき 1円） 

７．新株予約権の行使により株式を発行

する場合の当該株式の発行価額の

うちの資本組入額 

180 円（１株につき 1円） 

８．勧誘の相手方の人数及びその数 当社子会社の取締役の合計 2名 

 

９．権利行使期間 平成 21 年 4 月 1日から平成 29 年 3 月 31 日まで 

１０．追加決定した理由 当社海外子会社より同国内子会社に人事異動した一部

社員につき、同海外子会社にて導入する方向で検討を進

めていたインセンティブプログラムの代替として１円

ストックオプションを付与することとしたため 

 
(注)  新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割当てを受けた

者がその権利を喪失した場合、株式数、発行価額の総額及び資本組入額の総額はそれぞれ減
少します。 



 

【ご参考】 

(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 18 年 5 月 12 日 

(2) 定時株主総会の決議日（上限 普通株式 6,000 株） 平成 18 年 6 月 23 日 

 

以 上 


